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I N F O R M A T I O NI N F O R M A T I O N

環境情報 申問 環境生活課　☎（232）2114
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◆大会日程　12月11日㈰
　　　　　　午前９時　開会
　　　　　　午前10時　各コース順次スタート
◆会場　　　菊池市浄水センター（菊池市赤星）
◆参加資格　菊池郡市に住民登録を有する一般・
　　　　　　高校生・中学生
◆種目
　①一般・高校男子の部　８km（制限時間40分）
　②一般・高校女子の部　４km
　③中学生男子の部　　　４km
　④中学生女子の部　　　４km
◆参加費　　200円（保険料含む）（当日集金）

問 菊池郡市スポーツ協会　☎（248）5555　FAX（248）5450　E-mail：kikuchigunshi@outlook.jp

第７４回熊日菊池郡市マラソン大会参加者募集

◆申し込み　生涯学習課　体育振興係、
　　　　　　菊池郡市スポーツ協会事務局

申込用紙は菊池郡市スポーツ協会、生涯学習課
に用意してます。
当日の飛び入り参加はできません。事前にお申
し込みください。
◆申込期限　11月28日㈪　午後５時
　※締め切り後の受付は行いません。

　９月20日、菊陽町と熊本保護観察所は、再犯
防止推進計画策定に関する協定締結式を、防災セ
ンターで行いました。
　この協定は、町民が犯罪被害を受けることを防
止して安全で安心して暮らせる社会を目指すこと
を目的としています。
　今後、協定に基づき、保護司会や更生保護女性
会とも協力しながら、菊陽町再犯防止推進計画策
定に向けて取り組みを進めていきます。

再犯防止推進計画策定
に関する協定締結式
問 総務課　総務法制係　☎（232）2111

　９月12日、町と富士フイルム株式会社（本社：
東京都港区）は、県庁で蒲島知事立ち会いのもと、
工場新設に伴う工場立地協定を締結しました。
　同社は、これまで海外で製造していた半導体関
連材料を町内の工場でも製造するために、新たに
設備投資を行います。
　富士フイルムの後藤社長は、「今後も、地域共
生と環境保全に取り組みながら、企業としての持
続的成長を実現し、県と町の発展に貢献していき
ます」と話しました。

富士フイルム㈱と
工場立地協定を締結
問 商工振興課　半導体産業支援室　☎（232）2165

◆費用　無料（ごみ袋不要）
◆処理の対象となる樹木　住宅敷地内の庭木、

生け垣など
◆処理できない樹木　皮膚病の原因になる木
（はぜ、漆など）、実の付いた木、木の根、釘
や針金がついた木、建築廃材、竹
◆注意事項　①広がっている枝は落とす　②直

径15㌢以内、長さ２㍍以内　③土や小石な
どを混入させない
※搬入の際はマスクを着用し感染症対策を十

分に行ってください。
当日、発熱やせきの症状がある人は来場を
ご遠慮ください。

◆申込方法
　12月１日㈭までに、電話で申し込む。

実施日 搬入時間 回収場所

12月4日㈰

9:00～
11:00

菊陽町役場西側駐車場
（町民グラウンド）

13:00～
14:00

武蔵ヶ丘コミュニティ
センター　駐車場

15:00～
16:00 新山公園

剪定樹木を回収します

緑のリサイクルにご協力ください

　浄化槽管理（設置）者の皆さんには、浄化槽法で
①保守点検②清掃③法定検査の３つが義務付けら
れています。
　保守点検は調整・修理を、清掃は浄化槽内の汚
泥などの引き抜きや洗浄を行うものです。
　法定検査は、トイレの排水や生活雑水をきれい
にする浄化槽の維持管理が適切に行われ、きちん
と機能しているか確認するものです。
　法定検査は県が指定した検査機関（公益社団法
人熊本県浄化槽協会）が行います。
　保守点検・清掃を行っていても、次の表に従っ
て法定検査は必ず受けてください。

検査名 対象 回数

７条検査
（設置後の水質検査）

新たに浄化槽
を設置した人

設置後
3～8カ月以内
に1回

11条検査
（定期検査）

浄化槽を設置
している人 毎年１回

浄化槽の法定検査を
受けましょう◆「野焼き」とは

　法律で定められた焼却施設以外でごみを燃
やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」で禁止されていま
す。
違反する野焼きを行った人には５年以下の懲
役、１千万円以下の罰金のいずれか又はその
両方が科せられます。
◆例外的に認められる場合
◦風俗慣習上または宗教上の行事を行うため

に必要な廃棄物の焼却　例）どんど焼き
◦農業、林業を営むためにやむを得ないもの

として行われる廃棄物の焼却
　例）田畑の雑草の焼却（廃ビニールは不可）
◦たき火その他日常生活を営むうえで通常行

われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
　例）キャンプファイヤー
※ただし、以上の場合であっても必要最小限

にとどめてください。

野焼きは違法です

右から、菊陽町更生保護女性会会長、菊池地区保護司会菊陽
支部長、熊本保護観察所企画調整課長、熊本保護観察所所長工場立地協定調印式の様子（写真右から３人目が後藤社長）

菊池郡市のスポーツ振興の一環とすると共に、熊
日郡市対抗駅伝（男子・女子）の選手選考を兼ねる
大会です。
多数の参加をお待ちしています！

スタート前の選手たち

家庭から多量に発生する剪定樹木を回収しチッ
プ状にします。
チップには雑草の発生を抑制する効果や、土の
乾燥を防ぐなどの効果があります。
でき上がったチップは無料で持ち帰りできます。


